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定款一部変更および会計監査人の選任に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 21 年 1 月 26 日開催の取締役会において、平成 21 年 3 月 27 日開催予定の株主総会に定
款一部変更および会計監査人の選任について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。 
 

記 
 

Ⅰ．定款一部変更の件 

１．定款変更の目的 

①平成 21年 2 月 2日付の子会社アミタエコブレーン株式会社、株式会社トビムシの設立に伴い、現

行定款第 2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。 

②当社は、第 32 期（平成 20 年 12 月期）末において、会社法第２条第６号に定める大会社には該当

しておりませんが、同法の規定に基づく監査役会及び会計監査人を設置することでコーポレートガ

バナンスの一層の強化を図ることといたしたく、監査役会及び会計監査人を設置する旨の規定を新

設するものであります。 

③「株式の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法

律」（平成 16 年法律第 88 号）の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株

主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正および追加等所要の変更を行うものであ

ります。 

④上記各変更に伴う条数の変更を行うものであります。 

２．定款変更の内容 

 変更の内容は次の通りであります。 

（下線は変更部分） 

現 行 定 款 変  更  案 

（目 的) 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

（１）～（40） ［省 略］ 

 ［新 設］         

 

 ［新 設］ 

 

 ［新 設］ 

（目 的) 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

（１）～（40） ［現行どおり］ 

（41）産業廃棄物に関する各種文書管理及び情 

報提供サービス 

（42）産業廃棄物および一般廃棄物のコスト削 

減支援業務 

（43）デジタルコンテンツの企画、立案、制作、 
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 ［新 設］ 

 

 ［新 設］ 

 ［新 設］ 

 

 ［新 設］ 

 

 ［新 設］ 

 

（41）前各号に付随する一切の事業 

（機 関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。 

（１）～（２） ［省 略］ 

 

 

（株券の発行） 

第９条 当会社の株式については株券を発行す

る。 

２ 前項の規定に関わらず、当会社は単元

未満株式に係る株券を発行しないこと

ができる。 

第 10 条      ［省 略］ 

（株主名簿管理人） 

第 11 条      ［省 略］ 

２        ［省 略］ 

３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、株券喪失登録簿および新株

予約権原簿は､株主名簿管理人の事務取

扱場所に備置き、株主名簿、株券喪失登

録簿および新株予約権原簿への記載また

は記録、単元未満株式の買取り、その他

株式ならびに新株予約権に関する事務

は､株主名簿管理人に取扱わせ､当会社に

おいては取扱わない｡ 

（株式取扱規程） 

第 12 条 当会社が発行する株券の種類､株主名

簿、株券喪失登録簿および新株予約権原

簿への記載または記録、単元未満株式の

買取り、その他株式または新株予約権に

関する取扱いおよび手数料は､法令また

は定款に定めるもののほか、取締役会に

配信、販売 

（44）各種テレマーケティング及びマーケティ 

ングリサーチ業務 

（45）広告・宣伝・販売促進業務 

（46）森林資産の活用に関する経営支援等のコ 

ンサルティング業務 

（47）森林施業管理に関する技術指導及び教育 

研修の実施 

（48）不動産、林産物、各種林業機械、車輌等 

の賃貸、販売及び仲介業務 

（49）前各号に附随する一切の事業 

（機 関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。 

（１）～（２） ［現行どおり］ 

（３）監査役会 

（４）会計監査人 

［削 除］ 

 

 

 

 

 

第９条       ［現行どおり］ 

（株主名簿管理人） 

第 10 条       ［現行どおり］ 

２        ［現行どおり］ 

３        ［削 除］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株式取扱規程） 

第 11 条 株主名簿および新株予約権原簿への記

載または記録、単元未満株式の買取り、

その他株式または新株予約権に関する取

扱いおよび手数料、株主の権利行使に際

しての手続等については､法令または定

款に定めるもののほか、取締役会におい



おいて定める株式取扱規程による｡ 

第 13 条～第 33 条 ［省 略］ 

第５章 監査役 

第 34 条～第 36 条 ［省 略］ 

 ［新 設］ 

 

 

  ［新 設］ 

 

 

 

 

  ［新 設］ 

 

 

 

  ［新 設］ 

 

 

 

 

 

  ［新 設］ 

 

 

 

第 37 条～第 38 条 ［省 略］ 

  ［新 設］ 

  ［新 設］ 

 

 

  ［新 設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ［新 設］ 

 

 

て定める株式取扱規程による｡ 

第 12 条～第 32 条［現行どおり］ 

第５章 監査役および監査役会 

第 33 条～第 35 条［現行どおり］ 

（常勤監査役） 

第 36 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監

査役を選定する。 

（監査役会の招集通知） 

第 37 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対

し、会日の３日前までに発する。ただし、

緊急の場合には、この期間を短縮するこ

とができる。 

（監査役会の決議の方法） 

第 38 条 監査役会の決議は、法令に別段の定め

がある場合を除き、監査役の過半数をも

って行う。 

（監査役会の議事録） 

第 39 条 監査役会における議事の経過の要領お

よびその結果ならびにその他法令で定め

る事項は議事録に記載または記録し、出

席した監査役がこれに記名押印または電

子署名する。 

（監査役会規定） 

第 40 条 監査役会に関する事項は、法令または

定款に定めるもののほか、監査役会にお

いて定める監査役会規程による。 

第 41 条～第 42 条［現行どおり］ 

第６章 会計監査人 

（会計監査人の選任） 

第 43 条 会計監査人は、株主総会の決議によっ

て選任する。 

（会計監査人の任期） 

第 44 条 会計監査人の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会終結の時までとす

る。 

２ 会計監査人は前項の定時株主総会にお

いて別段の決議がされなかったときは、

当該定時株主総会において再任された

ものとみなす。 

（会計監査人の報酬等） 

第 45 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が

監査役会の同意を得て定める。 



第６章 計 算 

第 39 条～第 42 条 ［省 略］ 

  ［新 設］ 

  ［新 設］ 

 

 

 

 

  ［新 設］ 

 

 

 

  ［新 設］ 

 

第７章 計 算 

第 46 条～第 49 条［現行どおり］ 

附 則 

第１条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管

理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪

失登録簿への記載または記録に関する事

務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社

においては取扱わない。 

第２条 当会社の株券喪失登録簿への記載また

は記録は、法令または定款に定めるもの

のほか、取締役会において定める株式取

扱規程による。 

第３条 本附則第１条乃至本条は、平成 22 年１月

６日をもってこれを削除する。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日   平成 21 年 3月 27 日（金曜日） 

定款変更の効力発生日        平成 21 年 3月 27 日（金曜日） 

 

Ⅱ．会計監査人選任の件 

１．会計監査人の選任の理由 

当社は、会社法第２条第６号に定める大会社には該当しておりませんが、同法の規定に基づ

く会計監査人を設置することでコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることといたした

く、会計監査人を選任するものであります。 

なお、本件は上記「定款一部変更の件」が第 32 期定時株主総会において承認可決されるこ

とを条件としております。また、本議案につきましては、監査役全員の同意を得ております。 

２．会計監査人候補者の名称等 

名 称：監査法人トーマツ 

所在地：東京都港区芝浦四丁目 13 番 23 号 ＭＳ芝浦ビル 

３．就任予定年月日 

平成 21 年 3月 27 日（第 32 期定時株主総会開催予定日） 

 
   以  上 


